
 

 

申請書添付書類のチェックシート（法人用） 

 

様式 書類の種類 チェック欄 

内閣府令 

別記様式１ 
被災者援護協力団体登録申請書 □ 

添付書類 

様式ア－１ 

定款 □ 

登記事項証明書 □ 

代表者の住民票の写し（＊） □ 

添付書類 

様式イ 
必要な機材その他の物資を記載した書類 □ 

添付書類 

様式ウ 

専門的な知識及び技能を有する者の氏名及び略

歴を記載した書類 
□ 

添付書類 

様式エ 

被災者援護協力業務を適切に行うための管理人

の氏名及び連絡先等を記載した書類 
□ 

添付書類 

様式オ 
業務方法書 □ 

添付書類 

様式カ 

様式カ 業務実績確認書 概要 □ 

様式カ（添付） 活動実績証明書 □ 

添付書類 

様式キ 
欠格要件に該当しないことを誓約する書面 □ 

添付書類 

様式ク 

被災者援護協力業務に関して知り得た秘密の漏

えいの防止に関する事項を記載した文書 
□ 

（＊） 

住民票は戸籍の表示（本籍及び筆頭者氏名）されたものをご用意ください。 

外国人の方は、同法第三十条の四十五に規定する国籍等が記載されたものをご用意ください。 

 

  



 

 

申請書添付書類のチェックシート（任意団体用） 

 

条文 書類の種類 チェック欄 

内閣府令 

別記様式１ 
被災者援護協力団体登録申請書 □ 

添付書類 

様式ア－２ 

事務所の所在地 

代表者の選任方法 

総会の運営、会計に関する事項 

当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする

規約その他これに準ずる書類添付 

□ 

添付書類 

代表者の住民票の写し（＊） 
□ 

添付書類 

様式イ 
必要な機材その他の物資を記載した書類 □ 

添付書類 

様式ウ 

専門的な知識及び技能を有する者の氏名及び略歴を

記載した書類 
□ 

添付書類 

様式エ 

被災者援護協力業務を適切に行うための管理人の氏

名及び連絡先等を記載した書類 
□ 

添付書類 

様式オ 
業務方法書 □ 

添付書類 

様式カ 

様式カ     業務実績確認書 概要 □ 

様式カ（添付） 活動実績証明書 □ 

添付書類 

様式キ 
欠格要件に該当しないことを誓約する書面 □ 

添付書類 

様式ク 

被災者援護協力業務に関して知り得た秘密の漏えい

の防止に関する事項を記載した文書 

□ 

（＊） 

住民票は戸籍の表示（本籍及び筆頭者氏名）されたものをご用意ください。 

外国人の方は、同法第三十条の四十五に規定する国籍等が記載されたものをご用意ください。 

  



 

 

提出申請書類の情報の、登録時の公表、開示・不開示の一覧 

様式 項目 公表等の取扱 

内閣府令 

別記様式１ 
被災者援護協力団体登録申請書の記載事項 

登録時、一般の閲覧に供するよう

公表する。 

添
付
書
類 

様式 

ア-1 

又はア-

2 

代表者の住民票の写し（＊） 不開示とする。 

定款、登記事項証明書 
登録時、被災者支援に当たる地方

公共団体等に開示する。 

事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運

営、会計に関する事項、当該団体の組織及び運

営に関する事項を内容とする規約その他これに

準ずる書類添付 

登録時、被災者支援に当たる地方

公共団体等に開示する。 

様式イ 必要な機材その他の物資を記載した書類 
登録時、被災者支援に当たる地方

公共団体等に開示する。 

様式ウ 
専門的な知識及び技能を有する者の氏名及び略

歴を記載した書類 

登録時、被災者支援に当たる地方

公共団体等に開示する。 

様式エ 
被災者援護協力業務を適切に行うための管理人

の氏名及び連絡先等を記載した書類 

管理人の連絡先は不開示とする。

ただし、被災者支援に当たる地方

公共団体等に開示して差し支えな

い団体の連絡先を記載する。 

様式オ 業務方法書 
登録時、被災者支援に当たる地方

公共団体等に開示する。 

様式カ 
様式カ 業務実績確認書 

登録時、被災者支援に当たる地方

公共団体等に開示する。 

様式カ 添付書類（実績を証する書類） 不開示とする。 

様式キ 欠格要件に該当しないことを制約する書面 不開示とする。 

様式ク 
被災者援護協力業務に関して知り得た秘密の漏

えいの防止に関する事項を記載した文書 

登録時、被災者支援に当たる地方

公共団体等に開示する。 

公表 一般の閲覧に供することを指します。 

開示 申請書及び添付書類の記載事項について、不開示情報を除き、以下の機関等（上欄において

「被災者支援に当たる地方公共団体等」という。）に、内閣府からインターネット等を介して提

供することを指します。 

・ 関係行政機関 

・ 災害対策基本法に基づく指定公共機関 

・ 地方公共団体と協定を締結した災害中間支援組織等であって行政機関(国の機関又は

地方公共団体等)との委託等により情報の守秘義務のある組織 

 不開示 内閣府（防災担当）内部でのみ使用する資料です。外部に対し提供することはありません。 

このほか、申請時点で、提出いただいた書類やその内容については、審査時に地方公共団体や有識者に

照会し、事実関係の確認や内閣府の基準の妥当性の評価を受ける場合があります。  


